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報告第 １４ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和５年６月６日提出 

                   熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 １６ 号 

   和解について 

 次に掲げる日及び場所で発生した熊本県職員が運転する熊本県が和解の相手方から賃借

したレンタカーによる交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり和解す

ることとする。 

  令和５年５月２２日専決 

                   熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

発 生 日 

発 生 場 所 
和解の相手方 和 解 事 項 

令和４年４月８日 

山鹿市鍋田地内 

株式会社トヨタレ 

ンタリース熊本 

当事者双方は、今後本件に関し

て、裁判上又は裁判外において一

切の異議及び請求の申立てをしな

いこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


